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 本日は６回目の上申となります。前回は家事労働者の「過労死」認定を通じて、

思い出した認知症状の有る方の所で起きた事故と、国が発表した「訪問介護事業へ

の支援について」（報告）からも、最高裁としての迅速な判断が、求められている

点をお伝えしました。 

今回は、介護保険での生活の継続についての概念が憲法２５条、１１条、１３条

等の「本人らしく生きる権利」侵害がされている事をお伝えしたいと思います。 

藤原は介護保険下で働くホームヘルパーの移動・待機・キャンセルが労働基準法

からも守られていない事を訴えています。特に介護保険制度内では４５分という短

時間労働の上に、その労働内容についても著しい規制が掛かっている事を今回は

お伝えしたいと思います。結果としてヘルパー労働の現実は新しく制定された

「認知症基本法」の人権保障の内容においても整合性がとれないような事態と

なって居る事を合わせてお伝えしたいと思います。 

掟のような「べからず」の背景 

現在、介護保険は介護保険料が高額になるに反比例して、要介護状態での在宅生活が

しにくくなりつつあります。支援に当たるヘルパーへの規制は厳しく、たとえば身近な

日用品の買い物をするにもチェックが入り、酒やたばこ類など嗜好品の買い物はＮＧ。

宝くじや馬券の購入は夢のまた夢という掟のような「べからず」があります。 

介護保険は容赦ありません。「動物の世話はＮＧ」とされています。制度を作った側

が実際の生活を少しでも想像していただければ現場の様子はわかるはずなのでは？と

思います。 

 掃除しながらモップにじゃれてくるワンちゃん、猫ちゃん。手乗りインコのフンは床

にこびりついてなかなか取れないというお部屋の掃除。暮らしのなかでは「○○さんの

分はここまで」といって分けられないだけでなく、そもそも家族としての動植物は貴重

な存在です。動物たちはそんなシステムにはお構いなしです。生活の継続には「生活支

援」に係わるリクエストが多いのですが、このような当人以外の生活支援はサポートが

できない項目（「べからず」集）があります。 

 それは２０００（平成12）年３月17日発行の老計第10号「訪問介護におけるサ



ービス行為ごとの区分について」の②生活援助の文章のうち、（２）直接、本人の日常

生活の援助に属しないと判断される行為をまとめたものです。 

私たちヘルパーやケアマネは、この「通知」を「べからず」と呼んでいます。そして、

これ以降、厚労省告示や運営基準がつぎつぎと出され、自治体や担当者ごとの解釈によ

り「べからず」が増えています。 
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2 「べからず」事例 

 

ここで、一つの事例を紹介させていただきます。 

 幸子さん（仮名）88歳、全身性リュウマチで日常的に強い痛みとたたかいながら生

活されています。室内歩行はできますが、外出はできません。要介護２です。同居家族

はコロナ禍に２度、エクモのお世話になった90歳夫で、その夫と二人暮らしです。夫

は外部からの介護を受けることを拒否。幸子さんは病状から外出ができないので買い物

をヘルパーに依頼しています。日常の買い物内容の規制があり、都心部では、Ａ店舗、

Ｂ店舗で、とリクエストできません。となりのスーパーでの買い物以外はすべてＮＧ。

季節の変わり目に出る、夫の衣類などの買い物も「幸子さんのものではない」というこ

とでＮＧ。夫が服用している薬の受け取りもＮＧ。こういった「べからず」の説明を幸

子さんに訪問介護事業者やケアマネがしていると、そのうち幸子さんは怒り出し、そん

なめんどうな制度なら自費でということになりました。 

ご本人の「妻」という役割を重視したエンパワーメント的な在宅支援のプログラムは

ケア会議では議題にも上がらず、介護保険の制限内容を確認し、狭めて自費への流れを

強めています。裁判を通じて国側がヘルパーの労働環境を介護保険の中で検討されてい

ない事が分かりましたが、自費で支払える範囲での労働はヘルパーにとって、更に厳し

い労働強化となる事も申し添えます。 

   

3 認知症基本法の当事者主権と「べからず」 

 

 ヘルパー養成研修生は、人間らしく・自分らしく生きること、暮らすことを支援する

こと、人間の尊厳・人権を学び、暮らしの継続をサポートしたいと願って受講していま

す。高齢や病気・事故で要介護状態になるまでは、自分らしく暮らしていた方が、「介

護保険」を使う段になると、自分らしく暮らすために「こうしてほしい」とリクエスト

を出しても「べからず」で制限され、自分らしさを狭め、暮らしの継続から遠ざけられ

ています。憲法25条や13条・11条に保障された人権の視点や昨年、成立した認知

症基本法のなかでも明記されている当事者主権、意思決定支援の重要性、当事者主体の

ご自宅での生活の継続のための主体的判断や、役割を大切にしたエンパワーメント等の

考え方からしても、先に挙げたような「べからず」の狭いしばりのある介護保険のケア

は人権保障の面からも早急に見直される時期です。今年は介護保険２５年目、一刻も早

審議入りを改めてお願いします。 

                      

 

 


